
福山市長 羽田 皓 様 
 
 

舟入の埋め戻しについて（公開質問と申し入れ） 
 
 
福山駅前広場整備事業（地下送迎場）について、文化財保護法（以下「法」と

いう）の埋蔵文化財の取り扱いにかかわる手続きによりますと、事業予定地内

に遺跡が存在する場合、取り扱い方針の決定をし、現状保存もしくは発掘調査

をして記録保存するとのことです。 
取り扱い方針の概略は、議会で説明されたところでありますが、本事業の文化

財保存について、今一度整理し、疑問点などについてお答えいただきたく公開

質問状と文化財の保存に関する要望を提出いたします。 
よろしくご査収の上、質問に対してご回答いただきたくお願い申し上げます。 
 
2009年 4月 14日 
 
 

福山市議会議員 落合 真弓 
 
 
 
 
添付書類 
 
1・公開質問状 
2・申し入れ書 
3・参考：事業実施に伴う埋蔵文化財の取り扱いフロー図 
4・福山駅前水辺公園プロジェクトの質問に対する文化財審議会の回答 
5・経過（変更から） 
 
 
 
 
 

以上 



公開質問状 

 

（1）事業計画と文化財の取り扱いについて 
 
1・事業計画の立案時、教育委員会に遺跡地図等による分布状況の文献照会は行
われたのか？福山駅周辺整備推進協議会の委員にいつ周知されたのか？ 
2・事業者と教育委員会双方が、公共事業にかかわる埋蔵文化財の取り扱いにつ
いて、連絡調整をするとあるが、いつ行われたのか？これらの調整を記録した

協定書を文化庁通達によりまとめることとされているが、提出を求めたい。 
3・予備調査の実施についての詳細。 
4・法第 94条に基づく土木工事の通知はいつ行われたのか？ 
5・法第 92条、法第 99条 2に基づく発掘調査の届出、協議および地権者の承諾
はいつなされているのか？これら調整を記録した文書の提出を求める。 
 
（2）舟入の現状保存について 
1・工事を急ぐあまり工事の鋼矢板を打ち破損した 4箇所について、修復はどの
ようにするのか？ 
2・埋め戻す範囲はどこまでか？（地上に出して見えることを予定している石垣
の部分も含むのか？） 
3・3 月議会の代表質問に答えて、工期が遅れる理由の答弁で明治期の住居跡お
よびその下の築城時の堀底の文化財調査は法で定められている・・・とあるが、

調査をせずに埋め戻すのは、矛盾があり脱法行為に相当するのではないか？ 
4・タクシー乗り場にすることによって、重量や振動による地盤の沈下など石垣
の破壊は考えられないか？その対策は？ 
 
（3）工事全般について 
1・現在予定している発掘調査を含めた工程、工期など市民に広く知ってもらい
理解を求めるように公開をなぜしないのか？ 
2・石材の保存・管理はどのようにするのか？ 
3・文化庁や県教育委員会、文化財保護審議会に文化財の調査および取り扱いに
ついて協議した議事録などわかる書類すべてをお示しください。 
 
 

以上 



申し入れ書 

 

4月 13日から舟入の埋め戻しを開始されましたが、舟入の調査はまだ不完全で
あると思います。また、壊された石垣についても現状回復ができておらず、市

長の埋め戻しの目的とされている文化財の保存は、この状態で埋め戻すことに

よってなされません。法にのっとり、明治期の住居跡の調査とその下の堀底を

確認し、壊された石垣を復元してから埋め戻し作業を行ってください。 
 
石垣の保存と国史跡指定を目指す団体からの質問に対して、文化財保護審議会

は今回の地下送迎場事業について「将来国史跡指定の可能性を残すためにも必

要な条件をつけ苦渋の選択を行ったものです。その条件とは、遺構の復元が可

能となるように綿密な事前調査と石材の厳重な保存であり、さらに、埋め戻し

や発掘調査等については、当審議会をはじめ広島県教育委員会や文化庁からも

指導を受けるよう進言しております。」「福山城跡全域の総合保存管理計画の策

定を改めて要望しています。」と回答されています。 
 
今回の事業再開は、4月 10日文化財保護審議会の部会に承認を得たと聞いてお
りますが、議員に 4月 9日 FAXで工事再会の連絡をし、その後承認というのは
またしても文化財保護の立場を逸脱した行為に思えます。 
 
市としては、市民に対してどのように文化財を保護するのか説明責任がありま

す。このような説明責任を果たさないから、周辺町内会や商店会、市民団体か

らの要望書や抗議がきたのではないでしょうか。石材の保管や工程について広

く市民に説明し、文化財保護法に基づく文化財保護を抜かりなく推進されるこ

とをお願いいたします。 
本丸部分國史跡指定区域の管理保存計画さえ策定できていないことから生じる 
混乱を避け、今後二度とこのような文化財軽視の事業が行われないためには、

福山の顔でもある福山城を活かしたまちづくりを推進するためにも福山城跡全

域の総合保存管理計画の喫緊の策定を求めるものです。 
 
 
 
 

以上 



経過（変更から） 

 

2008.6.   福山駅前広場整備案全員協議会で説明 
2008.7.17  福山駅前広場整備変更案を全員協議会で説明 
2008.9.2   福山市文化財保護審議会の福山市長、教育長宛に提出した意見書 
2008.10～12 専門委員会（4回）および懇談会（2回）の開催 
2008.12.   専門委員会からの意見書に基づく基本設計を全員協議会で説明 
2009.2.25  福山駅前水辺公園プロジェクトの文化財保護審議委員会への質
問（回答） 
2009.3.5    市民連合の代表質問の再々質問に対する回答 
2009.3    常任委員会で説明 
2009.3.   予算委員会で質疑応答 
2009.3.23  本会議で議決 
2009.4.9   議員宛に FAXで福山駅前広場整備工事最着手 4/13からの連絡 
2009.4.10  文化財保護審議委員会佐道氏・佐藤氏・橋本氏と市側田口部長、
畑次長会議了承 
2009.4.10  福山市長に 4町内会、1商店会要望書提出 
2009.4.13  福山市長に福山駅前水辺公園プロジェクトが抗議と要望書を提
出 
 
 
 
 
 
 


